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大井ふ頭中央海浜公園スポーツ施設のナイター営業について 

 

 

 電気事業法第２７条による電気の使用制限及び東京都電力対策緊急プログラムに基づき、

当該公園スポーツ施設の７月１日から９月２２日までの平日（※１）のナイター営業につ

いて、下記のとおりとしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 野球場（ナイター設備あり）、テニスコートのナイター営業について 

 ・節電対策  野球場    17 時以降１面を休止し、３面で営業します。 

テニスコート 18 時以降（９月は 17時以降）１面（ハード）を休止し、

７面で営業します。  

 ・予約方法  営業部分について、東京都スポーツ施設予約管理システムにより、抽

選の申し込みを受け付けます。７月分の予約は、６月１日からの申し

込みにより、抽選で決定します。 

 

２ 第二球技場のナイター営業について 

 ・節電対策  照明の使用電力を低減しますが、営業は通常どおりです。   

・予約方法   ７月分のナイターを利用希望される方の申込みは、６月１５日（水）に

大井ふ頭中央海浜公園管理事務所（※２）で行われる抽選会にて受け

付けます。 

       （この日にあわせて９月分の昼間時間帯の抽選受付もいたします。） 

 

３ 野球場（ナイター設備なし）の営業時間の延長（実施済み） 

  ・延長時間  17 時から 18 時までの１時間（８月３１日まで） 

・予約方法  大井ふ頭中央海浜公園管理事務所にお問い合わせください。 

         ただし、7 時から 17 時までの時間帯については、東京都スポーツ施設

予約管理システムでご予約願います。 

 

   ※１ 土日祝日以外の日 

※２ 大井ふ頭中央海浜公園管理事務所  

電    話  03-3790-2378  

                 ホームページ http://www.tokyobaypark.net/oi_sports/index.html 

 

 

            【問い合わせ先】 

港湾局臨海開発部海上公園課  ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-5320-5579 


